
匿名通報の取扱いについて 
平成22年７月 21日 

 

 「千葉県職員等の内部通報に関する要綱」に基づく内部通報制度における匿名の 

取扱いについて、要綱に定める要件が誤解を招くとの指摘があったことから、制度を

より機能させるため、要綱を次のとおり改正したい。 

 

 

【改正前】 

（内部通報者の責務）第７条第４項 

内部通報者は、実名により内部通報を行わなければならない。ただし、客観的に

事実が説明できる資料があるときは、この限りでない。 

 

 

【改正後】 

（内部通報者の責務）第７条第４項 

内部通報者は、原則として実名により内部通報を行わなければならない。 

 

（内部通報の受理）第８条第３項：【新規追加】 

外部調査員又は通報相談窓口は、内部通報先及び方法が第６条に該当し、また、  

内部通報者の責務が第７条に該当する場合、内部通報を受理するものとする。 

なお、匿名による内部通報にあっては、これらに加え、調査を行うにあたって必要

な事実を把握できると認められる情報がある場合、受理するものとする。 

 

 

１ 経 緯 

平成 21 年度に開催された県議会「不正経理調査特別委員会」において、小松議員か

ら、匿名通報の取り扱いについて、「客観的資料が無ければ、匿名通報は取り扱わない

というように理解され、誤解を招く」との指摘があり、当局において、コンプライアン

ス委員会の助言等をいただきながら検討したい旨回答した。 

 

２ 改正の考え方 

匿名通報については、通報内容に「調査対象となる事実を具体的に把握できる程度の

情報」が含まれていれば、受付けているところであるが、匿名通報の要件として、現行

の要綱に定める「客観的に事実が説明できる資料」の表記が、通報者によっては、精緻

な資料の添付を要求しているものととられかねないことから、必ずしも精緻な資料の添

付を要しないことを明確にするため、表記を改める。 

 

３ 他県の取扱いについて 

①原則実名（客観的事実が説明できる資料等があれば可）：埼玉、神奈川、福島 

②実名以外は制度として取り扱わないが情報提供として対処 

  ：宮城、秋田、石川、島根、山口、長崎、佐賀、沖縄 

③情報提供として取り扱う（要綱に明記）：青森、高知 

④実名・匿名は問わない：静岡 

資料２ 
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千葉県職員等の内部通報に関する要綱 
（内部の職員等からの通報） 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、内部通報者の保護並びに通報があった法令違反等の行為に係る調査及び是正

措置等に関し必要な事項を定めること等により、県の事務又は事業における事故及び不祥事を未

然に防止し、もって県民から信頼される公正な組織体制の確立を図ることを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、「県職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 
（１）知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海

区漁業調整委員会、公営企業管理者及び議会（以下「県の各機関」という。）に属する地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一般職の職員及び同条第３項第３

号に規定する特別職の職員 
（２）県の各機関を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者 
（３）県の各機関と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者 
（４）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定による指定管理者が行

う県の施設の管理業務に従事する労働者 
（５）他の団体から県の各機関へ派遣等されている職員 
２ この要綱において「内部通報」とは、県職員等が、県が実施する事務又は事業に係る行為につ

いて、次の各号に掲げるいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

に、当該行為について行う通報をいう。 
（１）法令（条例、規則等を含む。）に違反する行為の事実 
（２）県民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすお

それのある行為の事実 
（３）公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実 
 
（通報相談窓口） 
第３条 内部通報及びこれに関連する相談（以下「内部通報等」という。）に係る事務を処理するた

め、総務部及び教育庁に職員内部通報相談窓口（以下「通報相談窓口」という。）を設置する。 
 
（外部調査員） 
第４条 内部通報等に係る事務処理の適正を確保するため、内部通報外部調査員（以下「外部調査

員」という。）を置く。 
２ 外部調査員は、内部通報等に係る職務について、公平で中立な立場で適切に遂行することがで

きる者のうちから、知事が選任する。 
３ 外部調査員は、職務を遂行するに当たり、通報相談窓口に対して意見を述べ、又は助言をする

ことができる。 
 
（内部通報等に係る事務に従事する者の責務等） 
第５条 外部調査員及び通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、職務

上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

施行：平成 18 年４月１日

最終改正：平成 21 年 11 月 27 日
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２ 外部調査員及び通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、誠実かつ

公正に職務を遂行しなければならない。 
３ 通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、自己又は父母、祖父母、

配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が内部通報等の対象となった行為に関係している場合には、当

該内部通報等に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は直属の上司に

その旨を申し出なければならない。 
４ 知事及び教育委員会以外の県の各機関は、内部通報に関し、通報相談窓口との連絡及び事案の

調査等を行う担当職員をあらかじめ定めておくものとする。 
 
（内部通報先及び方法） 
第６条 県職員等は、次の各号に掲げるものに対して内部通報等を行うことができる。ただし、自

らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に係わる事項については行うことができな

い。 
（１）通報相談窓口（総務部に設置した通報相談窓口（教育委員会に関する内部通報等を除く。）及

び教育庁に設置した通報相談窓口（教育委員会に関する内部通報等に限る｡）） 
（２）外部調査員 
２ 外部調査員に対する内部通報は、別記様式若しくは当該様式の記載事項を記載した書面（ファ

ックス及び電子メールを含む。以下同じ。）、電話又は面談により行うものとする。 
 
（内部通報者の責務） 
第７条 内部通報等を行う者（以下「内部通報者等」という。）は、不正の利益を得る目的、他人に

損害を加える目的その他不正の目的で内部通報等をしてはならない。 
２ 内部通報を行う者（以下「内部通報者」という。）は、客観的事実に基づき、誠実に内部通報を

行わなければならない。 
３ 内部通報者は、当該内部通報に係る第９条第１項及び第３項の調査に協力しなければならない。 
４ 内部通報者は、実名により内部通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明で

きる資料があるときは、この限りでない。 
 
（内部通報の受理） 
第８条 外部調査員及び通報相談窓口の職員は、内部通報を受けたときは、内部通報者の秘密保持

に配慮しつつ、内部通報者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握するととも

に、内部通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び内部通報者の秘密は保持されることを内

部通報者に説明するものとする。 
２ 前項の規定は、内部通報に関連する相談を受けたときに準用する。ただし、内部通報に関連す

る相談者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握することは要しない。 
３ 外部調査員及び通報相談窓口は、内部通報を受理したときはその旨を、受理しないときは受理

しない旨及びその理由を当該内部通報者に速やかに通知するものとする。 
４ 前項の規定による内部通報者への通知に当たっては、内部通報の受理から処理の終了までに見

込まれる期間を示すよう努めるものとする。 
５ 外部調査員は、第３項の規定による通知をするに当たり、あらかじめ、通知する内容に関して

通報相談窓口に照会することができる。この場合において、外部調査員は、受け付けた内部通報

について、氏名等当該内部通報者が特定され、又は特定される可能性のある情報を秘匿して、行

うものとする。ただし、内部通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、秘匿するこ

とを要しない。 
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６ 通報相談窓口は、外部調査員又は自らが受け付けた内部通報に関し、第３項の規定により行う

通知の内容について、あらかじめ、当該内部通報に関係する県の各機関に協議することができる。 
７ 外部調査員は、受理した内部通報について、氏名等当該内部通報者が特定され、又は特定され

る可能性のある情報を秘匿して、通報相談窓口に報告するものとする。ただし、内部通報者が秘

匿することを要しない旨を申し出たときは、秘匿することを要しない。 
８ 外部調査員は、前項の規定による報告に当たり、通報相談窓口に対して次条第１項及び第３項

の調査の実施等について意見を述べ、又は助言をすることができる。 
９ 通報相談窓口は、受理した内部通報について、必要に応じ、外部調査員に報告し、次条第１項

及び第３項の調査の実施等について意見及び助言を求めることができる。 
 
（調査の実施） 
第９条 通報相談窓口は、前条の規定により受理した、又は報告を受けた内部通報（知事及び教育

委員会に関するものに限る。）について、前条第８項及び第９項の意見及び助言のもとに、自ら又

は関係所属の協力を得て、関係者からの事情の聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認その

他の必要な調査を行うものとする。 
２ 通報相談窓口は、前条の規定により受理した、又は報告を受けた内部通報が、知事及び教育委

員会以外の県の各機関に関するものであるときは、前条第８項及び第９項の意見及び助言を付し

て、当該県の各機関に送付するものとする。 
３ 前項の規定により内部通報の送付を受けた県の各機関は、前条第８項及び第９項の意見及び助

言のもとに、関係者からの事情の聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調

査を行うものとする。 
４ 第１項及び前項の規定により調査を行う者は、調査の実施に当たっては、内部通報者が特定さ

れないよう十分に配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。 
５ 第１項及び第３項の規定による調査を受ける者は、当該調査に誠実に協力するとともに、調査

の状況等を他に漏らしてはならない。 
６ 第１項及び第３項の規定による調査を受ける者は、当該内部通報者を特定するための調査等を

行ってはならない。 
 
（調査を行う旨の通知等） 
第１０条 通報相談窓口は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、前条第１項及び第３項の

規定により調査を行うときはその旨及び着手の時期を、調査を要しないこととなったときはその

旨及び理由を速やかに内部通報者に通知するものとする。ただし、当該内部通報を外部調査員が

受理したものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。 
２ 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。 
３ 外部調査員又は通報相談窓口は、第１項の調査を行う旨の通知をした事案については、当該調

査の進捗状況を適宜内部通報者に通知するよう努めるものとする。 
４ 前項の通知をするに当たっては、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し

て行うものとする。 
 
（調査結果の通知等） 
第１１条 第９条第２項の規定による内部通報の送付を受けた県の各機関は、同条第３項の規定に

よる調査の結果を通報相談窓口に報告しなければならない。 
２ 通報相談窓口は、第９条第１項及び第３項による調査の結果を知事又は教育長に報告するとと
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もに、必要に応じ、外部調査員に報告するものとする。 
３ 外部調査員は、前項の調査結果の報告を受けたときは、必要に応じ、講ずべき措置等について、

知事又は教育長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。 
４ 通報相談窓口は、調査の結果を内部通報者に通知するものとする。ただし、当該内部通報を外

部調査員が受理したものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。 
５ 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。 
６ 第４項の通知は、前条第４項の規定を準用する。 
 
（是正措置等） 
第１２条 知事又は教育長は、前条第２項の規定による調査結果の報告（知事及び教育委員会に関

するものに限る。）を受けたときは、同条第３項の意見及び助言を踏まえ、必要な是正措置、再発

防止策等（以下「是正措置等」という。）を講ずるものとする。 
２ 知事は、前条第２項の規定により受けた調査結果の報告が、知事及び教育委員会以外の県の各

機関に関するものであるときは、当該県の各機関の長に対し、前条第３項の意見及び助言を踏ま

えて、必要な是正措置等を講ずるよう要請するものとする。 
３ 前項の規定により要請を受けた県の各機関の長は、必要な是正措置等を講じ、その結果を知事

に報告しなければならない。 
 
（是正措置等の通知） 
第１３条 知事又は教育長は、前条第１項の規定により必要な是正措置等を講じたとき又は同条第

３項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて外部調査員にその旨を報告するとともに、

速やかに内部通報者に対しその旨を通知するものとする。ただし、当該内部通報を外部調査員が

受理したものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。 
２ 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。 
３ 第１項の通知は、第１０条第４項の規定を準用する。 
４ 第１項の規定は、是正措置等を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合において、同

項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」とする。 
 
（是正措置等に対する外部調査員の意見及び助言） 
第１４条 外部調査員は、前条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定により報

告された是正措置等について、必要に応じ、知事又は教育長に意見を述べ、又は助言をすること

ができる。 
２ 知事又は教育長は、前項の規定による是正措置等に対する意見及び助言（知事及び教育委員会

に関するものに限る。）を受けたときは、当該意見及び助言を踏まえ、当該是正措置等について、

再検討するものとする。 
３ 知事は、第１項の規定より受けた意見及び助言に係る是正措置等が、知事及び教育委員会以外

の県の各機関に関するものであるときは、当該県の各機関の長に対し、当該意見及び助言を踏ま

え、当該是正措置等について、再検討するよう要請するものとする。 
４ 前２項の規定による再検討の結果に伴う措置及び通知については、前２条の規定を準用する。 
 
（不利益な取扱いの禁止） 
第１５条 県の各機関の任命権者及び県職員等は、内部通報者等に対し、内部通報等をしたことを

理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。 
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（不利益な取扱いに関する申出） 
第１６条 内部通報者等は、内部通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料す

るときは、通報相談窓口又は外部調査員にその旨を申し出ることができる。ただし、地方公務員

法に基づく処分は申し出ることができない。 
２ 前項の規定による外部調査員に対する申出は、書面、電話又は面談により行うものとする。 
３ 外部調査員は、第１項の規定による申出を受けたときは、その内容を通報相談窓口に報告する

ものとする。 
４ 外部調査員は、前項の規定による報告に当たり、通報窓口に対して第６項の調査の実施等につ

いて意見を述べ、又は助言をすることができる。 
５ 通報相談窓口は、第１項の規定による申出を受けたときは、必要に応じ、その内容を外部調査

員に報告し、第６項の調査の実施等について意見及び助言を求めることができる。 
６ 通報相談窓口は、第１項の規定により受けた、又は第３項の規定により報告を受けた申出につ

いて、前２項の意見及び助言のもとに、調査（県の各機関に要請して行う調査を含む。）を実施し、

必要に応じ、調査の結果を外部調査員に報告するものとする。 
７ 外部調査員は、前項の調査結果の報告を受けたときは、講ずべき措置等について、知事又は教

育長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。 
８ 知事又は教育長は、前項の規定による意見及び助言（知事及び教育委員会に関するものに限る。）

を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるものとする。 
９ 知事は、第１項の規定による申出に係る事案が知事及び教育委員会以外の県の各機関に関する

ものであるときは、当該県の各機関の長に、第７項による意見及び助言を踏まえて、必要な是正

措置等を講ずるよう要請するものとする。 
１０ 前項の規定により要請を受けた県の各機関の長は、必要な是正措置等を講じ、その結果を知

事に報告しなければならない。 
１１ 知事又は教育長は、必要な是正措置等を講じたとき又は前項の規定により報告を受けたとき

は、必要に応じて外部調査員にその旨を報告するとともに、速やかに内部通報者等に対しその旨

を通知するものとする。ただし、当該申出を外部調査員が受けたものであるときは、外部調査員

を介して通知するものとする。 
１２ 前項の場合において、当該内部通報者等が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。 
１３ 前２項の規定は、是正措置等を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合において、

第１１項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」とする。 
 
（是正措置等の実効性の確認） 
第１７条 通報相談窓口は、是正措置等が講じられた後において、自ら又は県の各機関を通じ、講

じた是正措置等が十分機能しているかどうかについて、必要に応じて適切な時期に確認するもの

とする。 
２ 通報相談窓口は、前項の確認の結果、新たな是正措置等を講ずる必要があると認めるときは、

必要に応じ、当該事案を外部調査員に報告するものとする。 
３ 外部調査員は、前項の報告を受けたときは、新たな是正措置等について、知事又は教育長に必

要な意見を述べ、又は助言をすることができる。 
４ 前項の新たな是正措置等については、内部通報者等への通知に係る部分を除き、前条第８項か

ら第１１項までの規定を準用する。 
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（知事への報告） 
第１８条 教育長は、教育委員会に係る内部通報について、内部通報を受理したとき若しくは内部

通報に係る調査結果を取りまとめたとき、又は内部通報に係る是正措置等を講じたときは、その

内容を知事に報告するものとする。 
 
（関係事項の公表） 
第１９条 知事は、毎年度、内部通報に関する必要と認める事項を公表する。 
 

附 則 
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２１年１１月２７日から施行する。 
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別記様式（第６条第２項） 
内部通報票（千葉県職員等の内部通報に関する要綱） 

 
１ 内部通報者 

氏 名  記載日 年  月  日

区 分 
(該当に○印) 

①県職員 ②派遣労働者（派遣元：         ） ③請負事業等従事者

（雇用元：      ） ④指定管理業務従事者 ⑤その他（          ） 
所属（労務提供先）  

電話（自宅・職場・携帯・他（    ））、メール（自宅・職場・他（    ））、ＦＡＸ

（自宅・他（    ））、郵送（自宅・職場・他（    ））、その他（    ）

※できれば複数の方法を記入してください。 
(連絡先) 

希望する 
連絡先 
方 法 

(留意事項、都合の良い時間帯等) 
 
２ 内部通報の内容 

通報内容 
 

具体的に 
・いつ 
・どこで 
・誰が 
・何を 
・何のために 
・どうしたか 
記入してくだ

さい。 

通報対象事実は： 生じている ・ 生じようとしている 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通報内容を客観的に説明できる資料等（該当に○印） 
①ある（どんな資料か） ②ない（どうすれば説明できるか）  
 
 
通報内容をどのように知ったか（知った経緯）。 
 
通報内容を知っている者が他にいるか。 
 
通報内容に関して上司等と話し合ったことはあるか。 
 
調査結果や是正措置等の通知（希望する ・ 希望しない） 
注 
１ この内部通報票は、次に該当するものがあったときに使用してください。 

(1)法令（県の条例、規則等を含む。）に違反する行為 
(2)県民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又は重大な影響を及ぼすおそれのある行為 
(3)公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為 

２ 内部通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報してはなりません。
また、客観的事実に基づき、誠実に通報し、通報に基づき行われる調査に協力しなければなりません。証拠等
の客観的に事実が説明できる資料がある場合は必ず添付してください。 

３ 内部通報者の氏名等は公にされず、不利益な取扱いは禁止されますので、実名により通報してください。た
だし、客観的に事実が説明できる資料がある場合はこの限りではありません（匿名の場合、調査結果等の通知
ができません。また、事実関係の調査を十分にできない可能性があります。）。 

４ この様式で足りない場合は、任意に用紙を足してください。 


